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Ⅰ．検査時に準備する書類  

検査には、１．交付申請書等の各種文書、２．当機構が指定する各種様式、３．証憑類等の一

式（原則、原本ただし困難な場合はコピー可）を準備します。なお、「事前チェックリスト【経理様式

A-1】」を用いた確認を必ず行った上で検査に臨んで下さい。 

 

１．交付申請書等の各種文書  

■「補助金交付申請書(写)【様式 1】」、「補助事業計画書【計画様式 1】」、「補助金交付決定通

知書【様式 2】」（委託契約書及び共同研究契約書を含む） 

■「補助事業参加者リスト【計画様式 3】」及び「経費等内訳書【計画様式 1 付属資料 1】」 

■「変更届(写)【計画様式 4】」、「補助事業計画変更申請書(写)【様式 4】」及び承認書 

■「補助事業実績報告書(写)【様式 8・9】」、「取得財産等管理明細表【様式 16】」<年度末・確定検査時> 

   

 

２．各種様式  

 ■経理様式(共通)：「事前チェックリスト【経理様式 A－1】」、「収支簿【経理様式 A－2】」 

 

【人件費】 

   ●人件費の算出については、以下の２つの算出方法より、どちらかを選択してください。 

    ただし、一度選択した算出方法は、年度中に変更することはできません。 

    選択した方法によって様式が下記の通り異なります。 

 

  ＜実績単価計算＞ 

   実施機関が研究者に支払った給与及び法定福利費を計上します。 

雇用形態 
作業月報 

【経理様式 C-1】 

作業日誌 

【経理様式 C-2】 

人件費精算書 

【経理様式 C-3】 

従事証明書 

【経理様式 C-4】 

専従者 
月給制・年俸制 ○ － － ○ 

時給制・日給制 － ○ － ○ 

兼業者  － ○ ○ ○ 

 

＜健保等級単価計算＞ 

  健康保険の等級を基に、定められた月額単価、時間単価を適用する方法です。実施機関で 

  単価を算出する必要はありません。なお、健保等級非適用者につきましては、実績単価にて 

  算出してください。 
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人件費積算書 

【経理様式Ｃ－５】 

健保等級証明書 

【経理様式Ｃ－６】 

作業月報 

【経理様式Ｃ－１】 

作業日誌 

【経理様式Ｃ－２】 

専従証明書 

【経理様式Ｃ－７】 

時間単価 
○ 

－ ○ － 

専従者 ○ － ○ 

 

■経理様式(大学等)：裁量労働者が兼業する場合は「裁量労働者エフォート率申告書【経理様

式 B－1】」及び「裁量労働者エフォート率報告書【経理様式 B－2】」 

 

【取得資産】 

■「取得財産等管理台帳【様式 15】」 

 

３．証憑類等  

 ■帳票類(「証拠書類一覧」を参照し、以下は例示。) 

●購買手続きの帳票類(例：仕様書、見積書、選定理由書、発注書、納品書、検収書、請求

書、領収書、支払手続き書類、振込金受領書 等) 

●単価または使用量が確認できる書類(光熱水料等や社内振替を行う場合 等) 

●売買、購入、請負、リース・レンタル、賃貸、メンテナンス等の契約書 

●就業日が確認できるカレンダー、出勤簿、休暇届簿、タイムカード、就業規則及び給与規

程等の規程類 

●研究員等の雇用契約書、派遣社員の派遣契約書 

●従事証明書、健保等級証明書、被保険者標準報酬決定（改定）通知書、給与台帳又は支

給額明細書、人件費精算書又は人件費積算書 

●出張命令（依頼）書、外勤命令（依頼）書、旅費計算の明細書・精算書、搭乗券の半券、航

空券購入時の領収書、タクシ－・レンタカーの領収書（諸経費を含む。）、出張報告書、旅

費規程又はこれに準ずるもの 

 ※出張報告については、「出張件名、出張者、日程、用務先、内容」を明確に記載したもの

を整備してください。 

●委員会開催に伴う委員旅費及び謝金規程、議事録、本人受領確認書類 
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■実施機関の購買手続きの手順を示したもの【参考（最終ページ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  以下の各種様式についてはⅡ．記載例を参照のこと。 

■経理様式(共通)：「収支簿【経理様式 A－2】」 

  収支簿の記載例は費目毎にしています。 

■経理様式(大学等)：「裁量労働者エフォート率申告書【経理様式 B－1】」、「裁量労働者エフォー

ト率報告書【経理様式 B－2】」 

■経理様式(企業等)：「作業月報【経理様式 C-1】」、「作業日誌【経理様式 C-2】」、「人件費精算書

【経理様式 C-3】」、「従事証明書【経理様式 C-4】」、「人件費積算書【健保等級】【経理様式 C-

5】」、「健保等級証明書【経理様式 C-6】」、「専従証明書【経理様式 C-7】」 

■消費税を割り戻した税抜き額を計上。 
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Ⅱ．主な各種様式の記載例  

１．収支簿【経理様式 A-2】  

・経費の計上は、消費税抜き額を計上してください。 

・旅費等の内税の場合は消費税を割り戻してください。 

（その場合の円未満の処理については実施機関の規程によります。） 
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・経費の計上は、消費税抜き額を計上してください。 

・旅費等の内税の場合は消費税を割り戻してください。 

（その場合の円未満の処理については実施機関の規程によります。） 
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・経費の計上は、消費税抜き額を計上してください。 

・旅費等の内税の場合は消費税を割り戻してください。 

（その場合の円未満の処理については実施機関の規程によります。） 
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・経費の計上は、消費税抜き額を計上してください。 

・旅費等の内税の場合は消費税を割り戻してください。 

（その場合の円未満の処理については実施機関の規程によります。） 
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（経理様式Ｂ－１） 

【課題管理番号】 

平成●●年 ４月 １日 

 

裁量労働者エフォート率申告書 
 

（人事責任者名等） 殿 

（写）国立研究開発法人日本医療研究開発機構 御中 

 

業務従事者 

氏名 神田 三郎 

所属 ●●●●研究科 

職名 ●● 

業務従事期間 平成●●年 ４月 １日 ～ 平成●●年 ３月３１日 

補助事業名 ●●●●●●●●事業 

補助事業課題名 ●●●●●●●●の推進 

事業担当者 

所属 役職 氏名 
●●●●研究科 教授 ●● ●● 

 

上記の業務従事者は裁量労働制が適用され、複数の業務に従事するものであり、その

従事状況は以下の通りであることを申告致します。また、業務従事者本人に対し、人事

責任者等を通じ、下記従事率により従事することを通知致します。 

 

業務内容 
エフォート率

（％） 
備考 

●●●●●●●●の研究 ３０ 4月～6月 

●●●●●●●●の研究 ５０ 7月～ 

   

   

※上記エフォート率は、雇用契約に占める各業務の割合を設定 

 

業務管理者 所属： ●●●●研究科        

（証明者） 

役職： 教授             

 

氏名： ●● ●●       印 

 

【大学等】 

■業務開始時、「裁量労働適用者」が兼業する場合に作成。 

■「業務管理者」が作成し「人事責任者等」へ提出すること。 

■エフォート率を変更する際、適用月を明示して再度作成すること。 

原則、「補助事業担当者」とする。 

２-１．裁量労働者エフォート率申告書 
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（経理様式Ｂ－２）                      【課題管理番号】 

平成●●年 ３月３１日 

 

裁量労働者エフォート率報告書 
 

（人事責任者名等） 殿 

（写）国立研究開発法人日本医療研究開発機構 御中 

 

業務従事者 

氏名 神田 三郎 

所属 ●●●●研究科 

職名 ●● 

業務従事期間 平成●●年 ４月 １日 ～ 平成●●年 ３月３１日 

補助事業名 ●●●●●●●●事業 

補助事業課題名 ●●●●●●●●の推進 

事業担当者 

所属 役職 氏名 
●●●●研究科 教授 ●● ●● 

 

上記の裁量労働制適用者の従事状況は以下の通りであったことを報告致します。 

 

業務内容 
エフォート率

（％） 
備考 

●●●●●●●●の研究 ３０ 4月～6月 

●●●●●●●●の研究 ５０ 7月～3月 

   

   

※上記エフォート率は、雇用契約に占める各業務の割合を設定 

 

業務管理者 所属： ●●●●研究科       

（証明者） 

役職： 教授            

 

氏名： ●● ●●       印 

 

【大学等】 

■業務完了時、「裁量労働適用者」が兼業する場合に作成。 

■「業務管理者」が作成し「人事責任者等」へ提出すること。 

原則、「補助事業担当者」とする。 

２-２．裁量労働者エフォート率報告書 
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３-１．作業月報 
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３-２．作業日誌 
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  ３-３．人件費精算書（実績単価計算） 
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（経理様式Ｃ－４） 

【課題管理番号】 

平成●●年 ４月 １日 

平成●●年度分 従事証明書 
 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 殿 

 

       （補助事業者） 

機関名 ●●●●大学 

役職名 （人事責任者等） 

氏 名  公印 

 

１．従事内容 

補助事業名： ●●●●●●●●事業 

補助事業課題名： ●●●●●●●●の推進 

 

２．従事者 

研究者等氏名 契約形態 
専従／ 

非専従 
従事期間 

大手町 次郎 月給制 非専従 
平成●●年 ４月 １日～ 

  平成●●年 ３月３１日 

神田 三郎 年俸制(裁量労働制) 非専従 
平成●●年 ４月 １日～ 

  平成●●年 ３月３１日 

日本橋 四郎 日給 専従 
平成●●年 ４月 １日～ 

  平成●●年 ３月３１日 

   
平成  年  月  日～ 

  平成  年  月  日 

   
平成  年  月  日～ 

  平成  年  月  日 

 

上記の者が当該業務に従事したことを証明します。 

〔記載要領〕 

１．本証明書は人事責任者等が事業年度毎、事業毎、業務題目毎に作成・発行を行って

ください。 

２．当該業務に従事することが明記されている任意の雇用関係書類（労働契約書、労働

条件通知書、同等の覚書、辞令等）が提出できる場合は、本証明書の作成を省略す

ることができます。 

３-４．従事証明書 

【企業等】 

■「人件費を計上する全研究者等」について作成。 

■年度途中の修正は、その都度、更新すること。 
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(経理様式Ｃ－５） 

  

３-５．人件費積算書（健保等級単価計算） 
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（経理様式Ｃ－７） 

【課題管理番号】 

平成●●年 ４月 １日 

平成●●年度分 専従証明書 

 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 殿 

 

       （受託者） 

機関名 ●●●●株式会社 

役職名 （人事責任者等） 

氏 名  公印 

 

１．従事内容 

事業名： ●●●●●●●●事業 

研究開発課題名： ●●●●●●●●の推進 

 

２．従事者 

研究者等氏名 契約形態 専従期間 備  考 

大手町 次郎 月給制 
平成●●年 ４月 １日～ 

  平成●●年 ３月３１日 
 

    

    

    

    

 

上記の者が当該業務に専従することを証明します。 

〔記載要領〕 

１．本証明書は人事責任者等が事業年度毎、事業毎、業務題目毎に作成・発行を行ってくだ

さい。 

２．当該業務に従事することが明記されている任意の雇用関係書類（労働契約書、労

働条件通知書、同等の覚書、辞令等）が提出できる場合は、本証明書の作成を省

略することができます。 

 

３-６．専従証明書 【健保等級単価】 

■「健保等級単価を適用する専従者」について作成。 

■「専従者」とは継続して６ヶ月以上、当該事業に勤務できる者。 
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（経理様式Ｃ－６） 

【課題管理番号】 

平成●●年 ４月 １日 

平成●●年度分 健保等級証明書 

 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 殿 

 

       （受託者） 

機関名 ●●●●株式会社 

役職名 （人事責任者等） 

氏 名  公印 

 

１．従事内容 

事業名： ●●●●●●●●事業 

研究開発課題名： ●●●●●●●●の推進 

 

２．従事者 

 

上記の者の健保等級を証明します。 

 

〔記載要領〕 

１．本証明書は人事責任者等が事業年度毎、事業毎、業務題目毎に作成・発行を行ってくだ

さい。 

２．新規に雇用する研究者等の場合は、契約開始時の健保等級を必ず記載してください。ま

た、健保等級に２等級以上の変動があれば、必ず再度作成してください。 

 

研究者等 

氏名 

４月１日 

（単位：級） 

中途採用等 

（単位：級） 

年度途中変更 

（単位：級） 

賞与回数 

（単位：回） 

備  

考 

大手町 次郎 ２５   ２  

神田 三郎 ２８   ０  

      

      

      

３-７．健保等級証明書 

【健保等級単価】 

■「健保等級単価を適用する全研究者等」について作成。 

■年度途中の修正は、その都度、更新すること。 
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４．補助事業参加者リスト 
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Ⅲ．費目毎の購入フロー例及び注意点  

１．物品費、その他  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 仕様書の作成、購入伺い、承認 
■ 仕様書の作成、購入伺い、承認等の実施機関での必要な手続きを行って下さい。 

■ 事業用設備及び備品等を購入する場合、「要求仕様書」が必要となります。 

  （規定等により仕様書が省略できる場合は、カタログのコピーを添付して下さい。） 

■ 機種や業者を選定して発注する場合、「選定理由書」が必要です。 

（機種を指定した場合、当該機種を選定した理由を具体的に説明して下さい。） 

■ 居室の机・椅子等の実施機関が用意するものは計上不可です。 

■ 文房具類、居室の蛍光灯等は計上不可です。なお、事業に直接使用するファイリング用品や

データ印刷用トナーは計上可能です。 

■ 入門書、概要説明書等の直接必要と認められない図書は計上不可です。また、年間購読雑

誌等の未経過月分は計上不可です。 

③ 製作・納品、受領・検収 

④ 支払い・送金 

■ 原則として金融機関からの振込みとしてください。 

（手形取引、相殺決済及びファクタリングは認められません。） 

■ 金融機関の作成する「振込金受領書」等の支払いが確認できる証憑類を準備して下さい。 

  （電子決済の場合、「振込依頼電子データ」を確認するためデータ保存して下さい。） 

⑤ 証憑類の整理 

■ 「購入フロー【参考】」どおりに証憑類の日付及び承認印等がなされているか確認して下さい。 

■ １物品毎に時系列に綴ってファイリングして下さい。 

■ 品名が○○一式と記載の場合は、内訳を補記して下さい。 

⑥ 収支簿への記載 

■ 支払い日（金融機関からの振込日、現金支払は領収書の日付）順に経費計上して下さい。 

■ 消費税を割り戻した税抜き額を計上のこと。 

② 見積り依頼・取得、発注 
■ 物品購入等に際しては、競争見積もりを行うなど経済的な執行に心がけて下さい。 

■ １契約が１００万円以上（税込）の場合、入札または相見積もりが必要です。【企業のみ】 

■ 自社設計・製作の場合、社内振替、製造原価または仕入原価を用いて下さい。 

■ 自社から調達する場合、調達金額の多寡に関わらず利益排除が必要です。 

■ １００％子会社等から１契約１００万円（税込）を調達する場合、利益排除が必要です。 
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■物品等の製作・購入については、「取得価格が１０万円以上～５０万円未満（税込）かつ

耐用年数が１年以上のもの」は「備品」となり、「取得価格が１０万円未満（税込）又は耐

用年数が１年未満のもの」は「消耗品」となります。 

■取得した物品等の所有権は実施機関に帰属します。なお、「取得価格が５０万円以上

（税込）かつ耐用年数が１年以上のもの」を取得した場合は、「取得財産等管理明細表

【様式16】」による報告（取得月の翌月10日まで）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

  

取得価格 

50 万円以上(税込) 

取得価格 

10 万円以上～50 万円未満(税込) 

 1 年以上  1 年未満  1 年以上  1 年未満 

消耗品 消耗品 

資産・備品の所有権は実施機関に帰属 

※補助事業の資産は、取得月の翌月１０日までに【様式 16】を当機構へ報告 

備 品 

 補助 

資 産 

※取得価格 10 万円未満（税込）は消耗品 
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２．旅 費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 出張起案 

■「補助事業参加者リスト」に登録された補助事業参加者及び招聘対象者のみ出張旅費が計

上可能です。 

■ 成果の発表に伴う旅費は、原則、筆頭演者１名が対象となります。ただし、必要最小限の共

同演者を同行させる場合は、理由を「出張報告書」に明記して下さい。 

■ 学生の出張は、研究者等とともに国内出張する場合に限ります。 

■ 出張行程に他の業務等を含む場合は、区分できるよう明示して下さい。 

② 旅費の算定 

■ 旅費規程等に従った旅費計算書を作成して下さい。 

■ 「タクシー」、「レンタカー」及び「特別車両」の使用は、実施機関の旅費規程等に準じます。 

■ 「渡航雑費」は、傷害保険料、パスポート交付手数料（５年に限る）、査証手数料、発券手数

料、予防注射料、国内外の空港使用料等が計上可能です。 

■ 円換算は実施機関の社内規程等によるレートを使用し、レート換算の証拠書類を添付して

下さい。なお、換算に伴う円未満の端数は切捨てます。 

■ 当該業務以外の業務を含む場合は、区分した旅費計算書を添付して下さい。なお、同一出

張先で複数案件を行う場合は案件数で按分、一連の出張で複数案件を行う場合は、当該

業務のみ区分して計上して下さい。 

③ 出張報告書の作成 

■ 出張報告書は目的及び成果の詳細を明確にして作成して下さい。 

④ 証憑類の整理 

 ■ 証憑類として、出張命令（依頼）書、外勤命令（依頼）書、旅費計算の明細書・精算書、搭乗券

の半券、航空券購入時の領収書、タクシ－・レンタカーの領収書（諸経費を含む。）、出張報告

書（様式任意）を準備して下さい。 

■ クレジットカードによる支払いの場合、クレジット会社の明細書を添付して下さい。なお、クレジ

ットカードでの経費を収支簿へ計上する際は、３月末までに検収をし、４月末までに引落しが完

了したものに限ります。 

⑤ 収支簿への記載 

■ 支払い日（金融機関からの振込日、現金支払は領収書の日付）順に経費を計上して下さい。 

■ 消費税を割り戻した税抜き額を計上のこと。 
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３．人件費  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 研究員等の登録 

■ 従事する研究員等は全て「補助事業参加者リスト」に登録して下さい。（人件費を計上しない研

究員等も登録が必要です。） 

■ 実施機関の従業員等としての身分（正社員、雇用・出向・派遣契約書等）を担保して下さい。 

② 作業日誌等の作成・確認 

■ 事務処理説明書にある「作業日誌」、「作業月報」、「人件費積算書」及び「裁量労働者エフォート率

申告書」等は必要に応じて作成して下さい。 

■ 大学等における裁量労働適用者（兼業者に限る）に関する「裁量労働者エフォート率申告書」、「裁

量労働者エフォート率報告書」は業務管理者が証明して下さい。 

■ 健保等級単価計算を用いる際の「専従証明書」及び「健保等級証明書」は、人事責任者が証明して

下さい。 

■ 「作業日誌」は作業内容、従事時間を研究者等が毎日、自ら記載して下さい。また、別途、作成す

る労務管理のための勤怠記録（勤務表､休暇届等）と整合することを確認して下さい。 

■ 業務管理者は、各研究者等が記録した内容が事業の実施状況と整合しているか確認して下さい。 

■ 管理職は、休日・残業等の手当として支給されていない時間帯を計上できません。 

③ 人件費精算書・積算書の作成 

■ 実績単価計算を用いる場合、「人件費精算書」は研究員等毎に作成して下さい。また、「全従事

時間」には「作業日誌」の「全従事時間（他業務含む）の合計」、「うち従事時間」は、「作業日誌」

の「従事時間の合計」を転記して下さい。 

■ 健保等級単価計算を用いる場合、「人件費積算書【健保等級】」は、健保等級単価等に基づき作

成して下さい。また、等級が２等級以上変更になった場合、改定月から新健保等級単価を適用し

て下さい。 

④ 収支簿への記載 

■ 支払い日（金融機関からの振込日）順に経費を計上して下さい。 

■ 実績単価計算を用いる場合は「人件費精算書」の当該月における「うち補助事業経費計上額」

を、健保等級単価計算を用いる場合は「人件費積算書【健保等級】」の各研究者の各月の金額

を収支簿に転記して下さい。 
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Ⅳ．ファイリング及び収支簿作成フロー  

 

１．ファイリング  

証憑類の管理を効率的に行うため、以下を参考にファイリングして下さい。なお、証憑類は事

業終了後５年間実施機関にて保管して下さい。 

①費目毎（物品費、旅費、人件費・謝金、その他、委託費・共同実施費）に証憑類を並べて下さ

い。なお、費目毎に別ファイルでも構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

②人件費以外の経費は「証拠書類一覧」を参考に、「見積仕様書、見積書、発注書、納品書、検

収書、請求書、領収書」の順に物品毎の原紙（又はコピー）を整理して下さい。なお、時系列に

早い順に上から綴るとともに、当該資料がA4用紙よりも小さい場合はA4用紙に貼り付けてフ

ァイリングして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③人件費は、以下の順に整理してください。(時系列に見て早い順に上から綴じて下さい。) 

 

 

 

 

 

 

２．収支簿作成フロー  

①
物
品
費 

②
旅
費 

③
人
件
費
・
謝
金 

仕切紙 
（A4
版） 

仕切紙 
（A4 版） 

Ａ
研
究
員 

A 研究員 
人件費 
積算書 

人
件
費 

A 研究員 

作業日誌 

（4 月） 

④
そ
の
他 

A 研究員 

作業日誌 

（5 月） 

A 研究員 

作業日誌 

（6 月） 

仕切紙 
（A4 版） 見積 

仕様書 

領収書 
見積 

仕様書 
領収書 

①
物
品
費 

物
品
１ 

見積書 
発注書 

納品書 
検収書 

請求書 

見積書 
発注書 

納品書 
検収書 

請求書 

物
品
２ 
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【その他注意点】 

■確定検査時の「収支簿の各支出費目の計」は、「補助事業実績報告書【様式 8】」の【イ.支出

実績額】 と合致させて下さい。 

■中間検査を実施する場合、４月から該当月末（月末までの支払いを終了した月）までの経費

を確認し、「収支簿」に当該月末までの経費を「小計」により集計することで、検査済の経費を

確定させ、履歴を実施機関及び当機構担当課の双方が確認します。 

 

 

 

 

 

 

人件費算定表 

（大学の場合） 

別紙 8 委託業務従事日誌 
別紙 11 委託業務従事月報 

購入伺い・承認 

＜再委託・共同実施分＞ 

別紙 1-1 経費発生調書 

仕様書 

見積書 

選定理由書 

［費目］ 物件費、その他 ［費目］ 人件費 

発注 

納品・検収 

納品書 

支払い 
請求書 

支払書類 

１.実績単価計算の場合 
【大学等】 
<兼業者（裁量労働適用者）> 
・「裁量労働者エフォート率申告書【経理様式 B-1】」 
・「裁量労働者エフォート率報告書【経理様式 B－2】」 

<兼業者（裁量労働適用者を除く）> 
 ・「作業日誌【経理様式 C-2】」 
【企業等】 
<専従者> 
・「従事証明書【経理様式 C-4】」 
・「作業月報【経理様式 C-1】」または「作業日誌【経理様式 C-2】」 

<兼業者> 
・「従事証明書【経理様式 C-4】 
・「作業日誌【経理様式 C-2】」 

 
２.健保等級単価計算の場合 
「健保等級証明書【経理様式 C-6】」の他 
●専従者：「作業月報【経理様式 C-1】」 

「専従証明書【経理様式 C-7】」 
●時間単価適用者：「作業日誌【経理様式 C-2】」 

１.実績単価：人件費精算書【経理様式 C-3】 

２.健保単価：人件費積算書【経理様式 C-5】 

収支簿【経理様式 A－2】 

発注書 
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Ⅴ．検査について  

 

１．事前準備  

■検査をスムーズに行うため、「収支簿【経理様式 A－2】」及び「人件費精算書【経理様式 C-3】」ま

たは「人件費積算書【経理様式 C-5】」を、検査の１週間前までに担当課にメールで提出して下さ

い。 

 

２．検査の手順  

① 実施機関から「経費の支出状況」及び「今後の予定等」を説明 

② 「購入フロー【参考】」の説明 

■当該フロー図により、購入のプロセス、意思決定のプロセス及び取り交わされる文書等を説

明して下さい。 

■複数部門（複数者）が事務処理に関与しており、内部牽制が機能しているか説明して下さい。 

③ 「事前チェックリスト【経理様式A-1】」の説明 

④ 帳票類及び各種様式の確認 

（資産を購入した場合、「取得財産等管理台帳【様式15】」をもとに現物確認を行います。） 

 

以上  
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